
［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和6年12月11日

契 約 業 者 名 株式会社タイヨーエンジニヤ

契 約 業 者 の 住 所 長野県東御市滋野乙１３０２番地

業 務 の 名 称 R５富士川砂防管内砂防施設測量業務（その４）

業 務 場 所 富士川砂防事務所管内

業 種 区 分 測量

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年7月19日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月28日

変 更 前 の 契 約 金 額 12,595,000(税込み)

変 更 金 額 17,105,000(税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 29,700,000(税込み)

（第１回、最終）契約変更の内容

基準点測量
　３級基準点測量　西久保橋　０点
　　　　　　　　　　　　唐沢二号　０点
　　　　　　　　　　　　黒桂河内　０点
　　　　　　　　　　　　蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢　０点
　　　　　　　　　　　　内河内第五　３点
　　　　　　　　　　　　稲又　５点
　　　　　　　　　　　　休戸沢　２点
　基準点設置　　　 西久保橋　０点
　　　　　　　　　　　　唐沢二号　０点
　　　　　　　　　　　　黒桂河内　０点
　　　　　　　　　　　　蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢　０点
　　　　　　　　　　　　内河内第五　３点
　　　　　　　　　　　　稲又　５点
　　　　　　　　　　　　休戸沢　２点
　４級基準点測量　西久保橋　０点
　　　　　　　　　　　　唐沢二号　０点
　　　　　　　　　　　　黒桂河内　０点
　　　　　　　　　　　　蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢　２２点
　　　　　　　　　　　　内河内第五　６点
　　　　　　　　　　　　稲又　１７点
　　　　　　　　　　　　休戸沢　５点
地形測量
　現地測量　唐沢二号　０km2
　　　　　　　　黒桂河内　０km2
　三次元点群測量
　　地上レーザ測量　西久保橋　０km2
　　　　　　　　　　　　　蕨沢・下黒桂沢・黒桂沢　0.056km2
　　　　　　　　　　　　　休戸沢　0.011km2
　　UAVレーザ測量　内河内第五　0.022km2
　　　　　　　　　　　　　稲又　0.136km2
応用測量
　路線測量　唐沢二号　０km
　　　　　　　　いし沢　０km
　　　　　　　　黒桂河内　０km
　　　　　　　　池の沢　0.32km

（変更した内容について記述
する）



変 更 理 由 １．三次元点群測量
    稲又工事用道路については、令和６年５・６月の出水により被
　災を受け、早期復旧のための設計が必要になったこと、内河内
　第五砂防堰堤、休戸沢砂防堰堤については詳細設計実施にあ
　たり地形の確認等により現況測量範囲より広範囲に地形図が
　必要になったことから、レーザ測量（一部ＵＡＶレーザ測量含
　む）を追加する必要が生じたため増工とする。
２．基準点測量
　　上記１．により、新規にレーザ測量を実施するにあたり、稲又
　工事用道路，内河内第五砂防堰堤，休戸沢砂防堰堤箇所に３
　級及び４級基準点が必要なことから基準点測量を増工するも
　のとする。
３．当初予定していた、西久保橋，唐沢・唐沢二号砂防堰堤，い
　し　沢砂防堰堤管理用道路、黒桂河内上流砂防堰堤について
　は設計業務の進捗状況及び地元関係者との調整により測量
　実施時期を延期すること等となったため減工するものとする。
４．上記の理由の増工により履行期間を令和７年３月２８日まで
　とする。


